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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
1（木） ④ 1（日） ⑤ 1（日） ③ 1（水） ④ 1（金） ④ 1（月） ⑤
2（金） ⑤ 2（月） ⑥ 2（月） ④ 2（木） ⑤ 2（土） ⑤ 2（火） ⑥
3（土） ⑥ 3（火） ⑦ 3（火） ⑤ 3（金） ⑥ 3（日） ⑥ 3（水） ⑦
4（日） ⑦ 4（水） ⑧ 4（水） ⑥ 4（土） ⑦ 4（月） ⑦ 4（木） ⑧
5（月） ⑧ 5（木） ⑨ 5（木） ⑦ 5（日） ⑧ 5（火） ⑧ 5（金） ⑨
6（火） ⑨ 6（金） ⑩ 6（金） ⑧ 6（月） ⑨ 6（水） ⑨ 6（土） ⑩
7（水） ⑩ 7（土） ① 7（土） ⑨ 7（火） ⑩ 7（木） ⑩ 7（日） ①
8（木） ① 8（日） ② 8（日） ⑩ 8（水） ① 8（金） ① 8（月） ②
9（金） ② 9（月） ③ 9（月） ① 9（木） ② 9（土） ② 9（火） ③

10（土） ③ 10（火） ④ 10（火） ② 10（金） ③ 10（日） ③ 10（水） ④
11（日） ④ 11（水） ⑤ 11（水） ③ 11（土） ④ 11（月） ④ 11（木） ⑤
12（月） ⑤ 12（木） ⑥ 12（木） ④ 12（日） ⑤ 12（火） ⑤ 12（金） ⑥
13（火） ⑥ 13（金） ⑦ 13（金） ⑤ 13（月） ⑥ 13（水） ⑥ 13（土） ⑦
14（水） ⑦ 14（土） ⑧ 14（土） ⑥ 14（火） ⑦ 14（木） ⑦ 14（日） ⑧
15（木） ⑧ 15（日） ⑨ 15（日） ⑦ 15（水） ⑧ 15（金） ⑧ 15（月） ⑨
16（金） ⑨ 16（月） ⑩ 16（月） ⑧ 16（木） ⑨ 16（土） ⑨ 16（火） ⑩
17（土） ⑩ 17（火） ① 17（火） ⑨ 17（金） ⑩ 17（日） ⑩ 17（水） ①
18（日） ① 18（水） ② 18（水） ⑩ 18（土） ① 18（月） ① 18（木） ②
19（月） ② 19（木） ③ 19（木） ① 19（日） ② 19（火） ② 19（金） ③
20（火） ③ 20（金） ④ 20（金） ② 20（月） ③ 20（水） ③ 20（土） ④
21（水） ④ 21（土） ⑤ 21（土） ③ 21（火） ④ 21（木） ④ 21（日） ⑤
22（木） ⑤ 22（日） ⑥ 22（日） ④ 22（水） ⑤ 22（金） ⑤ 22（月） ⑥
23（金） ⑥ 23（月） ⑦ 23（月） ⑤ 23（木） ⑥ 23（土） ⑥ 23（火） ⑦
24（土） ⑦ 24（火） ⑧ 24（火） ⑥ 24（金） ⑦ 24（日） ⑦ 24（水） ⑧
25（日） ⑧ 25（水） ⑨ 25（水） ⑦ 25（土） ⑧ 25（月） ⑧ 25（木） ⑨
26（月） ⑨ 26（木） ⑩ 26（木） ⑧ 26（日） ⑨ 26（火） ⑨ 26（金） ⑩
27（火） ⑩ 27（金） ① 27（金） ⑨ 27（月） ⑩ 27（水） ⑩ 27（土） ①
28（水） ① 28（土） ② 28（土） ⑩ 28（火） ① 28（木） ① 28（日） ②
29（木） ② 29（日） ① 29（水） ② 29（金） ② 29（月） ③
30（金） ③ 30（月） ② 30（木） ③ 30（土） ③ 30（火） ④
31（土） ④ 31（火） ③ 31（日） ④

工事事業者 電話番号 工事事業者 電話番号
① ㈲ 浅 井 設 備 工 業 48-0135 ⑥ ㈱　大　豊　産　業 48-1285
② ㈱　守　谷　商　会 48-1124 ⑦ ㈲ 斉 藤 設 備 工 業 48-1201
③ ㈱ 舘 野 設 備 工 業 48-3019 ⑧ ㈲ 大 和 田 鉄 工 48-0212
④ ㈱　大　山　設　備 48-0235 ⑨ ㈱　文　道　電　気 48-1295
⑤ ㈲ 坂 設 備 工 業 所 48-5062 ⑩ ㈲　黒　江　設　備 48-8399

漏水当番工事事業者 令和令和８８年年１１月月
からから６６月まで月まで

修理・点検等を依頼する際は、必ず費用の確認をお願いします。修理・点検等を依頼する際は、必ず費用の確認をお願いします。

宅地内漏水の修理を依頼する場合には
住宅の新築や改築時などに給水装置工事を行った守谷市指定の工事事業者に修理
を依頼してください。

上記でも工事事業者が不明な場合は、右表の漏水当番工事事業者や守谷市ホーム
ページ内の守谷市指定給水装置工事事業者一覧表を参考にしてください。

漏水修理工事の契約は、守谷市指定給水装置工事事業者とお客様自身との間で
行ってください。トラブルを避けるために、次の事項に十分ご留意ください。
❶お客様が希望する工事の内容や現地の状況について、工事事業者に十分説明して
ください。※見積は有料となる場合もありますので、事前に確認してください。
❷工事の内容・費用・アフターサービスなどについて、工事事業者から詳しい説明を
受けてください。

※工事事業者確認方法
①建物を建設したハウスメーカー等にお問い合わせください。
②メーターボックスのふたの裏側（裏面写真❷参照）をご確認ください。
　（①、②を確認しても工事業者が不明の場合は、上下水道事務所に
　お問い合わせください。）

　右図■部分はお客様
（使用者または建物の所有
者等）において管理する部
分となります。
　ただし、修理については、
配水管からメーターまでの
■部分は、市が行いま
す。（例外の場合もありま
す。）メーターから建物内
の■部分については、
お客様自身で守谷市指定の
工事事業者に修理をご依頼
ください。なお、■部
分の修理についてはお客様
の負担となります。
※水道メーターは、市から
の貸与品で、お客様の管
理となります。

※施工された事業者名を記入しておくと、いざというときに便利です。
工事事業社名
電 話 番 号

市の修理範囲

塀

止水栓筐とメーター
ボックスはお客様の
修理範囲となります。

道路 止水栓筐

市の管理範囲 お客様の管理範囲

お客様の修理範囲

給水装置

止水栓 補助バルブ
メーター

配水管

メーターボックス


